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第 1 章 動物愛護管理推進計画の策定              

１ 策定の背景                             

犬・猫等の家庭動物は、日々の生活の中で人に潤いと喜びを与え、心を和ませてくれる存
在としてその重要性が高まる一方、動物の遺棄、虐待事件や不適正飼養に起因するトラブル
も発生しています。

このような中、平成 17 年に「動物の愛護及び管理に関する法律」（昭和 48 年法律第 105
号。以下「動物愛護管理法」という。）が改正され、国においては、「動物の愛護及び管理に
関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」（平成 18 年環境省告示第 140 号。以
下「基本指針」という。）を策定すること、都道府県においては、基本指針に即して「動物
愛護管理推進計画」を策定することが定められました。

２ これまでの取組と計画改訂の趣旨                   

県では、国が基本指針を策定したことを受けて、本県の現状や課題を踏まえた上で、平成
20 年度から 10 年間を計画期間とする「大分県動物愛護管理推進計画」 (以下「本計画」と
いう。) を策定し、人と動物が愛情豊かに安心して暮らせる大分県を目指して、様々な施策
を実施してきました。その後平成 24 年の動物愛護管理法の改正と、平成 25 年の基本指針
の改定を受け、平成 26 年度から 10 年間の第２次動物愛護管理推進計画を策定しました。

平成 31 年 2 月には、大分県と大分市との共同で「おおいた動物愛護センター（以下、「動
物愛護センター」という。）」を開設し、動物愛護の拠点施設として、①「責任ある飼育の指
導と啓発」②「動物福祉の教育と共生意識の醸成」③「保護犬・猫の返還及び譲渡」④「災
害等緊急時、被災動物の避難救護活動拠点」に取り組んでいます。

令和元年６月に動物愛護管理法が改正され、動物取扱業のさらなる適正化と動物の不適
切な取扱いへの対応が強化されました。これを受け令和２年４月に改定された基本指針に
基づき、県では令和３年３月に第２次動物愛護管理推進計画の見直しを行い、新たな数値目
標の設定や動物愛護センターを拠点とする各種施策等を盛り込んだ第３次動物愛護管理推
進計画を策定し、令和 12 年度の 10 年間の計画として施策を遂行してきました。

令和 7 年度は計画の 5 年目にあたり、見直しの時期となっています。そのため、目標設
定の見直しのほか、犬・猫の殺処分頭数をさらに減少させることや、ボランティアとの連携・
支援、またペット防災の推進などを盛り込んだ改訂を行いました。
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第２章 大分県の動物愛護管理の現状及び課題         

１ 犬・猫の飼育頭数及び犬の登録・狂犬病予防注射実施状況        

犬・猫の全国の飼育頭数は、一般社団法人ペットフード協会のホームページ (「令和６年
全国犬・猫飼育実態調査結果」)によると、犬は平成 24 年以降減少傾向にあり、令和６年は
679 万 6 千頭となっています。一方、猫は増加傾向にあり、令和６年は 915 万 5 千頭とな
っています。

（出典） 一般社団法人 ペットフード協会 ホームページ
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狂犬病予防法では、飼い犬の市町村への登録と年１回の狂犬病予防注射の接種が義務付
けられています。本県の犬の登録頭数は、全国の飼育頭数と同様、平成 24 年度の 70,117 頭
から減少傾向にあり、令和６年度は 55,104 頭となっています。これに対し、狂犬病予防注
射の接種率は上昇傾向にありますが、令和６年度における接種頭数は 36,679 頭、接種率は
66.6％であり、九州でも福岡県に次いで低く、全国平均の 70.8％以下となっています。

登録を証明する犬鑑札(左)と
狂犬病予防注射済票(右)
（写真は大分市のもの）

鑑札と狂犬病予防注射済票は、飼い犬の
首輪等に装着することが義務づけられて
います。
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２ 犬・猫に関する相談・苦情                      

（１）犬・猫に関する相談・苦情件数
大分県の犬・猫に関する相談・苦情件数の年度別推移をみると、平成 27 年度から減少

していき、令和元年度は半数程度となっています。令和元年度からはほぼ横ばいとなり、
令和６年度の相談・苦情件数は犬に関するものが 1,152 件、猫に関するものが 2,553 件、
合わせて 3,705 件でした。
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（２）犬に関する相談・苦情内容
大分県における令和６年度の犬に関する相談・苦情内容は、行方不明問合せ（29.3％）、

捕獲依頼（14.8％）、引取り依頼（13.5％）が多く、これらで全体の約 60％を占めていま
す。また、放し飼いの取締りや鳴き声、糞尿等汚物悪臭など、不適正飼養が原因と思われ
る相談・苦情は、全体のおよそ 16％となっています。

令和 2 年度以降、相談・苦情の件数は減少していますが、内容の割合はほぼ同様のまま
推移しています。
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（３）猫に関する相談・苦情内容
大分県における令和６年度の猫に関する相談・苦情内容は、引取り依頼が最も多く

36.8％を占めています。平成 27 年度以降、引取り依頼は 10％前後で推移していました
が、動物愛護センター開設後の令和元年には、およそ４倍に増加し、その後はほぼ横ばい
となっています。

また、行方不明問合せ（19.5％）が比較的多く、次いで糞尿等汚物悪臭（8.0％）、放し
飼い取締り（1.9％）、捕獲依頼（1.6%）となっています。
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（４）犬の咬傷事故
平成 27 年度以降、県内で発生した犬の咬傷事故件数は年度別に変動があるものの、50

件前後で推移しています。発生状況としては、放れている犬に咬まれるほか、犬を飼って
いる家を訪問した際や、散歩中の犬とすれ違ったとき、また狩猟中の猟犬による事故等が
あります。
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３ 犬・猫の捕獲・引取り、譲渡・返還及び殺処分頭数           

（１）捕獲・引取り頭数
  大分県の動物愛護センター及び保健所に収容された犬・猫の頭数は、平成 27 年度以降

減少傾向でしたが、愛護センターが開設した令和元年度には、一時的に猫の引取りが増加
しました。しかし、その後は減少に転じており、令和 6 年度には、犬・猫ともに、これま
で最も少ない数の捕獲、引取りとなりました。

令和６年度の犬の捕獲・引取り頭数の内訳をみると、成犬の捕獲がほとんどで 93.7％
を占めています。この中には、迷子になったり遺棄されたりした飼い犬（その後飼い主へ
返還された犬も含む）や元々飼い主のいない野犬が含まれます。

飼い主がやむを得ず飼えなくなったことによる引取り（所有者あり）はおよそ 6.3％と
なっています。

一方、猫では所有者のいない子猫の引取りが 37.2％以上を占め、所有者のいない成猫
と合わせるとおよそ 60％を占めています。残りの約 40％は所有者（野良猫に餌やりをし
ている場合も含める）からの引取りであり、成猫が多数を占めています。
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所有者あり成猫
30.4%

所有者あり子猫
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所有者なし子猫
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令和６年度 猫の引取り内訳（大分県）
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（２）譲渡・返還頭数
犬は捕獲・引取り頭数が年々減少していることに伴い、譲渡・返還頭数も減少し、令和

６年度は譲渡頭数が 69 頭（譲渡率 27.4％）、返還頭数が 161 頭（返還率 63.9％）でした。
猫については、大分県動物管理所で譲渡会を開始した平成 24 年度以降、譲渡頭数は

徐々に増加し、平成 27 年度から平成 30 年度までは毎年およそ 200 頭が譲渡されていま
す。動物愛護センター開設後は、譲渡頭数が令和元年度で 290 頭と大幅に増加し、令和 2
年度には 471 頭にまで増加しましたが、引取り数の減少とともに、譲渡数も減少傾向と
なっています。
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（３）殺処分頭数
大分県における犬及び猫の殺処分頭数は平成 27 年度以降、毎年度減少し、平成 30 年度

には犬 207 頭、猫 1,646 頭、合計 1,853 頭となりました。しかし、令和元年度の動物愛護
センター開設時には、所有者のいない猫の引取り依頼が非常に多かったことに伴い、猫の
殺処分頭数が前年度比約 1.3 倍の 2,134 頭に増加しました。令和 2 年度からは減少に転じ、
令和 6 年度には 231 頭となっています。犬についても減少を続け 25 頭となり、令和６年
度の合計は 256 頭となっています。
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４ 地域猫活動の支援                          

地域猫活動は、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を行い、餌やりや排せつ場所の管理を
することで、猫の数を減らしながら生活環境の保全を図る取り組みです。地域住民や自治会
等でルールを決め、共同で管理を行っています。

県では、この取り組みを支援するため、（１）大分県猫不妊・去勢手術助成事業費補助、
（２）センター拠点型手術（おおいたさくら猫プロジェクト）を実施しています。

（１）大分県猫不妊・去勢手術助成事業費補助
所有者のいない猫対策として、平成 27 年度に開始しました。大分市を除く県内の市町

村が行う手術助成事業に対し、県がその一部を補助するものです。
補助事業参加自治体数は、開始当初は１自治体でしたが、令和 6 年度には 7 市町まで

増加、今後、すべての市町村が参加する意向を示しています。令和 6 年度に助成事業によ
る不妊・去勢手術を行った猫は 366 頭です。

R2 R3 R4 R5 R6
手術頭数 183 197 215 237 366
自治体数 2 2 2 3 7

（２）センター拠点型手術（おおいたさくら猫プロジェクト）
地域猫活動の促進と、市町村補助事業参加への後押しのため、動物愛護センターでは、

令和 2 年度から、自治体、ボランティア、（公益社団法人）大分県獣医師会（以下、「（公
社）大分県獣医師会」という。）等と協同し、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を無償
で行う「おおいたさくら猫プロジェクト」を実施しています。

地域住民等が活動団体として市町村に登録し、登録団体が管理する飼い主のいない猫
を捕獲、動物愛護センターへ搬入し、手術後は元の地域に猫を戻し、再び登録団体が餌や
りやトイレの管理を行います。

さくら猫プロジェクト参加自治体数は、開始当初は 12 自治体でしたが、令和 6 年度に
は 17 市町にまで拡大し、1,596 頭の不妊・去勢手術を行いました。

R2 R3 R4 R5 R6
手術頭数 860 1,152 1,377 1,567 1,596
自治体数 12 14 15 17 17
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５ 動物取扱業                             

動物愛護管理法により、営利目的で動物を販売（例：ブリーダー、ペットショップ）、
保管（例：ペットホテル、トリミングサロン）、展示（例：動物園、水族館）等を行う場
合は、あらかじめ都道府県知事へ第一種動物取扱業の登録を行う必要があります。また、
飼養施設を設置し、営利を伴わない形態で一定数以上の動物を取り扱う時は、第二種動物
取扱業の届出をしなければいけません。

県内には第一種動物取扱業登録施設が 437 施設、第二種動物取扱業届出施設が 18 施設
あります。（令和７年 4 月 1 日現在）

登録・届出施設に対しては、動物愛護センター及び保健所の動物愛護管理担当職員が中
心となって、各施設における動物の飼養・衛生管理状況や法令違反の有無等について、監
視・指導を行っています。

６ 大分県動物愛護推進員・動物愛護ボランティア             

（１）大分県動物愛護推進員
県では地域で動物愛護活動を行うリーダーを養成するため、平成 15 年度から 3 年間に

かけて、(公社)大分県獣医師会に委託し、動物愛護ボランティアリーダー養成講習会を実
施しました。平成 18 年に大分県動物愛護推進員設置要綱を定め、動物愛護管理法に基づ
く動物愛護推進員の委嘱を開始しました。養成講習会の受講者を中心に、平成 18 年度に
20 名を委嘱し、その後も毎年委嘱を続け、令和７年３月末現在 42 名となっています。

大分県動物愛護推進員は、次の事業を実施する他、県が実施する各種行事に積極的に参
加しています。

① 犬・猫等の動物の愛護と適正な飼養について住民の理解を深めること。
② 住民に対し、犬・猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を   

不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
③ 犬・猫等の動物の所有者等に対し、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を   

与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援をすること。
④ 犬・猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国、大分県又は市町村が行う  

施策に必要な協力をすること。
⑤ 災害時において、国、大分県または市町村が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に

関する施策に必要な協力をすること。

（２）動物愛護ボランティア
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県内では多くの方が動物愛護に関するボランティア活動を行っており、県や市町村と
も連携しながら、適正飼養の普及啓発や犬・猫の殺処分の減少に取り組んでいます。

動物愛護センターでは、年２回養成講座を開催し、登録ボランティアの育成に取り組ん
でいます。令和７年３月末現在、１４３名の方が登録し、犬・猫の馴化、ミルクボランテ
ィア、グルーミング等、様々な活動に携わっています。

講習会等の実施状況（令和６年度）

７ 動物愛護管理の拠点施設（おおいた動物愛護センター）の活用      

本県では、昭和 49 年に各保健所から搬入される犬の収容・処分施設として「大分県犬管
理所」を設置し、その後平成元年に同敷地内に動物愛護普及啓発用の管理棟を増設して、「大
分県動物管理所」と名称を変更しました。平成 6 年度から子犬の譲渡会、平成 24 年度から
子猫の譲渡会をそれぞれ開始し、動物愛護ボランティアによるサポートや (公社)大分県獣
医師会による譲渡犬・猫の不妊去勢手術の助成事業を受けながら、殺処分の減少に取り組ん
できました。

しかし、動物管理所は元々殺処分を前提とした施設であったため、収容動物を個体ごとに
飼養する設備や譲渡に向けた健康管理等を行う設備がなく、老朽化も進んでいました。また、
敷地面積や来場者用駐車場が狭く、動物愛護の普及啓発を十分に行うこともできませんで
した。

一方、県内の各保健所では、収容動物の保管・管理、返還、譲渡とともに、動物愛護普及
啓発事業を行っていましたが、保健所の抑留所においても、施設の老朽化や感染症対策が不
十分、犬・猫の個別管理ができないなどの問題がありました。

このような状況の中、平成 24 年に改正された動物愛護管理法の趣旨を踏まえ、終生飼養
の推進と収容動物の福祉向上、譲渡の推進を目指すため、新たな動物愛護拠点施設（動物愛
護センター）の整備が求められました。

県は平成 25 年度から県民へのアンケート調査やシンポジウムを行うとともに、「動物愛
護推進体制あり方検討会」や「動物愛護拠点施設調査検討委員会」で有識者から意見をいた
だき、動物愛護センターの設置に向けて基本的な方向性や役割等について議論を行ってい
きました。

その後、平成 28 年度に動物愛護センター設置場所の決定、基本構想の制定を経て、平成
30 年度に竣工、平成 31 年２月 17 日に供用開始となりました。

活動の内容 開催回数 参加者
動物愛護ボランティア養成講座 ２回 23 人
動物愛護ボランティアフォローアップ講座 １回 9 人
動物愛護推進員養成講習会・活動報告会 １回 13 人
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所 在 地：大分市大字廻栖野３２３１番地４７
敷地面積：１９，５９９㎡
建 物：管理棟（２，８１９㎡）
      事務室、図書資料室、会議室、面談室、ボランティアスペース 等
     動物保護棟（約９９３㎡）

    ふれあいホール、猫飼育モデル室、展示情報コーナー、トリミング室、
犬・猫観察室、隔離室、譲渡飼養室、検査室、処置室、手術室 等

付帯施設：ドッグラン（２，４１２㎡）、多目的広場（１，３９９㎡）

＜動物愛護センターの基本的な考え方＞
① 「人と動物が愛情豊かに安心して暮らせる社会」の実現に寄与する施設
② 誰もが利用できる施設
③ 動物ボランティア等と協働で進める施設

＜動物愛護センターの役割＞
① 動物を通じて命の大切さを感じる場
② 人と動物の正しい関わり方を学ぶ場
③ 人づくり、環境づくりを通じて人と動物の共生を推進する場

管理棟

動物保護棟

多目的広場

ドッグラン
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人と
．．

動物心をつなぐ
．．．．．．．

は
「譲渡による新たな飼い主によって動物の命をつなぐ

亡くなった動物から学び伝えられた心をつなぐ
多くの方々が関わることで、人と人のつながりを学ぶ

そして、人も動物も愛情豊かに暮らすことができる社会を実現したい」という
意味が込められています

ロゴマークは
人と動物が心と心を通じて一つにつながるイメージで、

遠目から全体を見ると動物の顔に見え、
目を引きやすいようなデザインとしています。
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第３章 動物の愛護及び管理に関する基本的な方針      

１ 大分県の基本目標                          

本計画では、人と動物が愛情豊かに安心して暮らせる大分県をめざして、動物の愛護及び
管理に関する基本目標を次のように定めることとします。

基本目標

２ 大分県の数値目標                          

基本目標を実現するために県が行う取組の評価の指標として、次のように数値目標を定
めることとします。

数値目標

３ 計画期間及び対象地域                        

計画期間
令和 3 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 3 1 日までの 10 年間
（令和８年３月改訂）

対象地域
大分県全域

① 動物を愛護し、動物との暮らしを楽しみ、動物の終生飼養に責任を持つ。
② 動物の特性や飼い方、しつけの方法を理解し、他人に被害や迷惑をかけない飼養

をする。
③ 各地域で動物愛護管理の取組をする人材を育成し、人と動物が共生できる社会の

実現を目指す。

犬・猫の殺処分頭数を令和 12 年度までに 196 頭以下。
（「安心・元気・未来創造ビジョン 2024」の最終目標 令和 15 年度に 125 頭以下）
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４ 進行管理及び見直し                         

本計画の推進にあたっては、毎年度目標を設定するとともに、終了時に施策の成果を公表
し、県民の意見及び「大分県動物愛護推進協議会」の意見を参考としながら進行管理を行い
ます。

また、概ね 5 年後に見直しを行うこととしています。

５ 管轄地域及び担当業務                        

動物愛護管理行政については、動物愛護センター及び県の３ヶ所の保健所が担当してい
ます。また、狂犬病予防法に基づく犬の登録及び狂犬病予防注射は、各市町村が担当してい
ます。

（１）管轄地域
  ○ 動物愛護センター

大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、杵築市、豊後大野市
由布市、国東市、姫島村、日出町

  ○ 保健所
    西部保健所：日田市、九重町、玖珠町

北部保健所：中津市、宇佐市
    北部保健所豊後高田保健部：豊後高田市

（２）担当業務
  ・ 犬の抑留及び負傷犬・猫の保護・収容
  ・ 犬・猫の返還及び譲渡

・ 動物取扱業の登録・届出受理及び監視
・ 特定動物の飼養又は保管の許可手続

  ・ 動物愛護教育（動物愛護センターが大分県全域を担当）
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第４章 動物の適正飼養の推進に向けた取組           

１ 飼い主への普及啓発及び指導                     

適正飼養を推進するためには、飼い主の果たす役割が重要です。一部ではありますが、依
然として安易な動物の購入や飼養放棄、遺棄、虐待等の問題が発生しています。

県は、譲渡会や各種イベントのほか、あらゆる機会において、以下に示す飼い主の責務に
ついて普及啓発を行うとともに、不適正飼養に対しての指導を強化していきます。

① 終生飼養
動物を飼う場合は、飼い主自身が最後まで飼えるのかを十分に考えたうえで飼うこと

が大切です。その動物が生きる年数、世話をする人、飼養に係る経費、飼養環境、しつけ
の方法、近隣住民への配慮等あらかじめ家族で相談し、生涯飼えるかどうかを十分考え判
断しなければいけません。

動物愛護管理法には動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼
養することが明記されています。飼い主の死亡・病気等により飼養が困難になった場合は、
家族のサポートや、責任を持って新たな飼い主を見つける等の努力が必要です。

② 動物福祉の確保と虐待等の防止
動物福祉とは、「動物が精神的・肉体的に十分健康で、幸福であり、環境とも調和して

いること」を言い、次の５つの自由が確保されている状態のことです。

動物はその特性に応じて、給餌・給水、運動、生活環境等に配慮するとともに、疾病の
予防や治療等を行い、動物が快適に暮らせるよう努める必要があります。

また、令和元年の動物愛護管理法の改正では、動物の虐待や遺棄に対する罰則が更に厳
しくなり、獣医師が虐待を発見した場合には警察へ通報することが義務付けられました。
以下のような行為を行った場合は、動物虐待として動物愛護管理法による罰則が適用さ
れる場合があります。

・ 動物をみだりに殺し、又は傷つけること。

＜動物福祉における５つの自由＞

４．恐怖や抑圧からの自由
５．自然な行動を表現する自由

１．飢えと渇きからの自由
２．不快からの自由
３．痛み・傷害・病気からの自由
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・ 動物に対し、身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加えること、又はその行為をさ
せること。
また、給餌・給水をやめたり、著しい過密状態で飼養したりして衰弱させること。

・ 自己の飼養・保管する動物が疾病にかかり、又は負傷した場合に適切な保護を行わな
いこと。
また、排せつ物や他の動物の死体が放置された施設で飼養すること。

③ 繁殖制限
犬・猫の繁殖制限には不妊去勢手術が最も有効です。犬・猫は生後約 6 ヶ月で繁殖が可

能となり、一度の妊娠で複数の子を出産します。猫は非常に高い繁殖能力があるため、１
頭のメス猫が２年後には 80 頭以上に増えることもあります。個人で適正飼養できる頭数
には限りがあり、生まれた子の譲渡先も限られているため、確実な繁殖制限の実施が望ま
れます。

令和元年の動物愛護管理法の改正では、動物の子どもが産まれてもその引取り手がな
いことが予想される場合は、繁殖を防ぐための措置（不妊去勢手術やオスとメスを分けて
飼養すること）を講じることが義務づけられました。

④ 所有者明示
所有者明示の方法は、狂犬病予防法に基づく犬の鑑札・狂犬病予防注射済票の首輪への

装着、マイクロチップの挿入、迷子札の装着などがあります。動物が保護された場合、こ
れらの所有者明示を行っていれば、速やかに飼い主を見つけることができます。

特に、マイクロチップは動物の体内に埋め込まれるため、首輪や名札のように外れる心
配がなく、平常時の逸走だけでなく、災害時に飼い犬や飼い猫が迷子になった場合でも、
飼い主のもとへ返還できる確率が高くなります。

令和元年の動物愛護管理法の改正により、第一種動物取扱業者は販売する犬・猫にマイ
クロチップを装着することが義務付けられました（令和 4 年 6 月 1 日施行）。また、施行
日より前から飼養している犬・猫の所有者は、所有する犬・猫にマイクロチップを装着す
るよう努めなければなりません。

⑤ 動物の逸走防止
飼い主は、動物の逸走防止のための措置を講ずるとともに、仮に逸走した場合には自ら

の責任において速やかな搜索や保護を行う必要があります。動愛条例では、犬は常に係留
しなければならないと規定しています。人の生命、身体、財産を侵害する恐れがない場所
や方法で運動をさせる場合などを除き、ノーリードによる散歩や放し飼いをしてはいけ
ません。
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⑥ 猫の室内飼養
猫は戸外で自由に飼養すると、交通事故による負傷や死亡、他の猫から様々な病気をう

つされる、迷子になり家に帰れなくなるなどの危険性があります。また、付近の畑や庭を
荒らしたり、糞尿で汚染し農作物や植栽等に被害を与える、不妊去勢手術をしていない場
合は望まない妊娠・出産により子猫がたくさん産まれるなど、周辺の住民に多大な迷惑を
かけることになります。

室内飼養でも、キャットタワーを設置したり、飼い主がおもちゃを使って遊んであげた
りすることで、猫はストレスなく暮らすことができるため、疾病予防や適正飼養の観点か
らも、室内飼養が強く望まれます。

２ 犬・猫の引取り数減少への取組                   

（１）飼い主のいる犬・猫
動物愛護センターや保健所で飼い主から犬・猫の引取りを求められた場合、その理由を

十分に確認した上で、終生飼養に努めるよう指導します。やむを得ない理由により、どう
しても自身が飼い続けることができない場合も、まずは飼い主自らが譲渡先を探すよう
指導を行います。

動物愛護管理法では、県が飼い主からの引取り依頼を拒否できる場合が規定されてい
ます。飼い主のいる犬・猫の引取り依頼の理由としては、飼い主の死亡や病気、高齢など
により飼い続けることが難しくなったというものや、犬・猫の不妊去勢措置をしなかった
ために交配・出産を繰り返し、頭数が増えて管理ができなくなったというものが多くあり
ます。多頭飼育は動物の飼育状況の悪化や地域の衛生問題につながる可能性があるほか、
多頭飼育崩壊となった飼い主は社会福祉的な支援が必要な傾向があります。

引き続き、あらかじめ次の飼い主を探しておくよう啓発する他、動物愛護センターや保
健所などの動物愛護担当部署と福祉関係機関やボランティア等が連携し、多頭飼育にな
りうる飼い主の早期探知に努め、不妊去勢措置や譲渡を行うなどの対策を図り、多頭飼育
崩壊にならないよう早期に対応します。

（２）飼い主のいない犬・猫
令和元年の動物愛護管理法の改正により、飼い主のいない犬・猫についても、周辺の生

活環境が損なわれていない場合については引取りを拒否できる規定が追加されました。
しかし、野良猫への無責任な餌やりのために、糞尿や鳴き声等による生活環境の悪化や、

たくさんの子猫が生まれたりして動物愛護センターや保健所に引取りを求める、といっ
たケースがあります。

県は、猫による環境問題と望まない繁殖を防止するため、野良猫への無責任な餌やりを
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やめるよう啓発します。また、地域でのボランティア団体等が行う飼い主のいない猫への
不妊去勢手術の取組を推進するため、平成 27 年度から市町村がボランティア団体等に不
妊去勢手術費の助成を行う場合、県は、市町村の経費に対する補助を行っています。さら
に、令和 2 年２月から TNR 活動の支援として、動物愛護センターで野良猫の不妊去勢手
術を実施する「おおいたさくら猫プロジェクト」を開始し、各市町村、地域猫活動団体、
(公社)大分県獣医師会、登録ボランティア等と協働して取り組んでいます。

３ 収容した犬・猫の返還の促進                    

「狂犬病予防法」第 6 条に基づく抑留や「大分県動物の愛護及び管理に関する条例」(平
成 13 年大分県条例第 32 号。以下「動愛条例」という。) 第 9 条に基づく収容をした犬に
ついては、3 日間の公示等の手続きを経ても飼い主の引取りがない場合、新たな飼い主への
譲渡又は殺処分できるとされています。県は、飼い主がいる可能性が高い犬については保管
期間を延長し、インターネット等を活用して積極的に情報発信することにより、返還の更な
る促進に努めます。猫については、飼い主がいる可能性のある個体は原則として引取りを行
っていませんが、負傷等により保護・収容された猫の中には飼い主がいる場合もあるため、
これらの猫については、犬と同様に飼い主へ返還されるよう努めます。

また、飼い主に対しては、所有者を明示するよう啓発・指導を行うとともに、飼い犬・飼
い猫が行方不明になった場合には、速やかに動物愛護センターや保健所にその旨を届け出
るよう周知を強化します。

４ 収容した犬・猫の譲渡の促進                    

県は、動物愛護センターで毎月 2 回ずつ犬、猫の譲渡会を実施しています。また、一部の
保健所においても県民の要望に応じて、犬、猫の譲渡を行っています。譲渡をさらに進める

おおいたさくら猫プロジェクトの様子
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ため、譲渡対象犬や猫の情報を SNS 等で積極的に発信します。
犬、猫の譲渡の推進には、動物愛護推進員等ボランティアや (公社)大分県獣医師会の協

力が大きな役割を果たしており、今後も、関係団体等との連携、譲渡体制の拡充を図り、更
なる譲渡の推進に努めます。

また、引き続き譲渡希望者の資格要件審査や譲渡前の講習を実施するとともに、譲渡後の
飼養状況の確認や相談対応を行うなど、適正な飼い主への譲渡とフォローアップを行いま
す。

５ 動物による危害の防止                        

人が犬に咬まれる被害が毎年 50 件程度発生しています。犬が逸走したり、放し飼いにし
たり、係留している鎖やロープが長すぎることが原因です。

また、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物は、動物愛護管理法で特定
動物に定められており、飼養や保管を行う場合は県の許可を受けなければいけません。他県
では、平成 30 年度にはイヌワシ、令和 2 年度にはサーバルキャット、令和３年度にアミメ
ニシキヘビ、令和５年度にソウゲンワシが逸走する事件が発生しています。

（１）犬による咬傷事故の発生防止
犬の飼い主に、逸走防止やしつけの実施、放し飼いの禁止の徹底など適正飼養を指導す

るとともに、犬を飼っていない人に対しても、犬との接し方や犬を飼っている家を訪問す
る際の注意点などについて啓発し、咬傷事故の発生防止に努めます。

また、咬傷事故が発生した場合は、咬傷犬の狂犬病検診と併せて、飼い主に対して再発
防止のための指導を行います。

（２）特定動物の適正飼養に係る指導
令和元年の動物愛護管理法の改正により、愛玩目的での新たな特定動物の飼養保管が

禁止されました。
県は、特定動物を販売する動物取扱業者に対しては、販売先の飼養保管許可の有無につ

いて確認するとともに、飼養保管方法等に関する適切な説明を実施するよう指導します。
また、特定動物を飼養・保管している施設（特定飼養施設）に立入調査を行い、許可基

準や法令で定められた飼養・保管方法等を遵守しているかどうかの確認を行います。

特定動物飼養・保管施設監視目標回数  年 1 回以上
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６ 実験動物の適正な取扱いの推進                    

実験動物の飼養については、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平
成 18 年環境省告示第 88 号)」が定められています。また、国際的に普及し定着している実
験動物の取扱いに関する基本的考え方として、「3R の原則（代替法の活用(Replacement)、
使用数の削減(Reduction)、苦痛の軽減(Refinement)」があります。県は、関係者に対して
これらの内容について引き続き周知に努め、実験動物の適正な取扱いの推進を図ります。
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第５章 動物取扱業者の責務の徹底に向けた取組        

１ 第一種動物取扱業者の責務の周知と規制の徹底            

全国では、一部の動物取扱業者による劣悪な環境での動物の飼養や過剰な交配、不要とな
った動物の遺棄などが問題となっています。特に繁殖を伴う犬猫等販売業者においては、繁
殖を終えた動物や販売が困難となった動物についても適正な飼養管理を行われなければい
けません。

県は、動物愛護管理担当職員による動物取扱業者の立入検査を強化し、飼養施設の状況、
動物の管理方法等について指導します。また、以下に示す動物取扱業者の責務や令和元年の
動物愛護管理法の改正により新たに定められた規制の徹底に努めます。

① 終生飼養の確保
動物愛護管理法には、販売が困難になった動物の終生飼養を確保することが明記され

ています。また、県が犬・猫の引取りを拒否できる場合として、犬猫等販売業者から引取
りを求められた場合が規定されています。このため、事業者は取り扱う犬や猫の頭数を適
切に管理することが必要です。

② 動物取扱責任者
第一種動物取扱業者は、技術的能力や専門的な知識経験を有する動物取扱責任者を選

任することが義務づけられています。また、動物取扱責任者は、動物愛護管理法に基づき
県が実施する動物取扱責任者研修を受講しなければいけません。

令和元年の動物愛護管理法の改正で、動物取扱責任者の要件が厳しくなったことによ
り、動物取扱業者の適正な業務の実施につながることが期待されます。

③ 動物所有状況の記録及び定期報告
以前から犬及び猫の販売業者については、個体毎に必要事項が記載された生体管理帳

簿を作成し、事業所に備え付けることと、年間における飼養頭数の増減を毎年報告するこ
とが義務づけられています。

令和元年の動物愛護管理法の改正に伴い、これらの規定の対象範囲が拡大され、動物種

第一種動物取扱業監視目標回数
繁殖を伴う犬猫等販売業者のうち、飼養頭数が 30 頭を超える施設への立入回数
年１回以上
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は犬・猫に限らず哺乳類・鳥類・爬虫類となり、業種については販売業のほか、貸出業、
展示業、譲受飼養業が追加されています。

④ 販売時の現物確認・対面説明
購入者は、動物を最後まで適切に飼養する責任があり、それを果たすための準備と覚悟

が必要です。そのため、動物の販売にあたっては、動物の購入者に対して、あらかじめそ
の動物の現状を直接見せ、その動物の特徴や適切な飼養方法等について、文書を用いて対
面で説明することが義務づけられています（インターネット上のみで売買契約を成立さ
せることは禁止されています）。また、令和元年の動物愛護管理法の改正により、第一種
動物取扱業の販売登録がある事業所でなければ、一般の方への販売ができないこととな
りました。

⑤ 遵守規定の具体化
令和元年の動物愛護管理法の改正に伴い「第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業者

が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令（令和３年環境省令第７号）」が定め
られ、犬猫等販売業において、従業員 1 人あたりが取り扱える犬や猫の頭数を制限する
ことや、犬や猫を飼養するケージ等の面積や材質、繁殖の回数・方法等について、具体的
に示されました。事業者はこの基準を遵守しなければなりません。

⑥ その他犬・猫等販売業者における責務
○ 犬猫等健康安全計画の策定と遵守
○ 夜間展示の禁止
○ 販売する犬・猫の週齢規制
○ マイクロチップ挿入の義務化

２ 第二種動物取扱業者の届出制度の徹底                 

飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合（譲渡・展示等）には、第二種
動物取扱業として動物愛護管理法に基づく届出が必要となります。また、令和元年の動物愛
護管理法の改正に伴い、犬・猫等の譲渡を行う事業者は、飼養する動物の増減等について帳
簿を付けることが義務づけられました。

県は、第二種動物取扱業の届出制度について周知徹底を図り、制度の適切な運用に努めま
す。
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第６章 動物愛護に関する普及啓発の取組            

１ 動物愛護普及行事の実施                       

動物愛護に関する普及啓発は、動物愛護センターを拠点として、犬・猫等のペット動物だ
けでなく、野生動物との関わりや産業動物のあり方にも視野を広げ、「命」との関わりにつ
いて問題を大きく捉え、行っていきます。

県は、動物愛護管理法で定められた動物愛護週間（ 9 月 20 日～26 日）に、「親子ふれあ
い動物フェスタ」を開催しています。その他にも様々なイベントを通じて動物の愛護と適正
な飼養について普及啓発を行っています。

今後も、(公社)大分県獣医師会、大分県動物愛護推進員、ボランティア等と協働し、年間
を通じて動物愛護普及行事の充実を図ります。

○ 長寿犬・長寿猫の表彰
○ 愛犬・愛猫とのフォトコンテスト
○ 獣医師体験教室

○ ペット無料健康相談
○ 災害に備えるしつけ教室
○ ペットマッサージ

               等

＜親子ふれあい動物フェスタの主なイベント＞

長寿犬の表彰 獣医師体験教室
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２ 動物愛護教育の推進                         

学校の児童生徒への普及啓発の在り方としては、動物を通じて生命の尊さを学べるよう、
生命に関する教育の一環として動物愛護教育を進めています。

動物愛護センターでは、県・市町村教育委員会と連携しながら、講座や社会見学を行う「来
館型授業」と、小中学校に出向いて『道徳』や『生活科』等の授業を行う「出張型授業」に
よる動物愛護教育（命の授業）を行っています。

また、学校の夏期休業期間には、県内の小学生を対象とした動物愛護イベントとして、「お
おいたっ子ワンニャン検定」及び「おおいたっ子飼育体験教室」を開催しています。

これらの取組により、子どもたちが命に対する責任について学ぶ場や、人と動物とが共生
する社会について考える機会をつくっています。

今後も、多種事業との連携や長期休業時のイベントの充実を図るとともに、各市町村のモ
デル指定校を含む県下全域の学校等への周知を一層積極的に行い、さらなる動物愛護教育
の拡充に努めます。

来館型授業 出張型授業

飼育体験教室（犬舎掃除体験）飼育体験教室（餌やり体験）

動物愛護教育目標参加人数  年 5,000 人以上
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３ 広報媒体による普及啓発                       

動物愛護センターは、ホームページ及び SNS を活用した情報発信や、マスコミを通じた
動物愛護活動の紹介を積極的に行い、犬・猫の保護情報や譲渡会の案内、動物愛護行事等に
ついてより多くの人に知ってもらえるよう努めます。

また、県の広報誌やポスター、リーフレット等を利用した啓発活動も継続して実施します。

動物愛護センターのホームページ

SNS による譲渡対象犬の紹介

猫の適正飼養に関するポスター
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第７章 動物の愛護及び管理に関する体制の整備        

１ 人材育成                              

（１）大分県動物愛護推進員
県は、令和６年度現在 42 人の動物愛護推進員を委嘱しています。地域における動物の愛

護及び管理に関する取組の拡がりを更に進めるために、動物愛護推進員にふさわしい人材
の掘り起こしと、再講習の充実等による人材の養成が必要です。

毎年、研修と活動報告会を実施し、活動する動物愛護推進員の資質の向上、情報交換及び
連携の強化を図るとともに、新たに動物愛護推進員となる人材を育成するための事業も展
開していきます。

今後も、動物愛護推進員が核となり、各地域での動物愛護活動が拡がることが期待されま
す。

（２）動物愛護センター登録ボランティア
登録ボランティアの活動は、動物愛護センターの運営や犬・猫の譲渡推進において大きな

役割を担っているため、より多くの協力が得られるよう、ボランティア養成講座について広
く周知するとともに、オンラインによる講習会などの開催方法を検討し、登録ボランティア
の増員を図ります。

また、毎年フォローアップ研修会を開催し、レベルアップにも取り組みます。

（３）公衆衛生獣医師の確保
獣医師の仕事というと、ペットや家畜の診療を思い浮かべる方が多いと思いますが、獣医

師の約 2 割は国や都道府県、市区町村の公務員として働いています。
その中でも、食品・食肉の安全確保や感染症対策、動物愛護管理といった業務を担う公務

員獣医師を、『公衆衛生獣医師』と呼びます。公衆衛生獣医師は、獣医師としての専門知識
を生かして人間と動物の健康を守っており、動物愛護を推進するためには、公衆衛生獣医師
が不可欠です。

県は、公衆衛生獣医師を確保するため、獣医学生が公衆衛生業務等の理解を深めることが
できるよう、インターンシップ研修等を実施することで将来の進路選択について検討する
機会を設けています。あわせて、獣医学生への修学資金の給付等による人材確保に加え、令
和 8 年度からは農業団体等と連携した奨学金の返還支援制度を新たに導入し、学生から社
会人まで幅広い層に働きかけることで、公衆衛生獣医師の確保に努めます。

また、小学生から高校生までの児童・生徒が獣医師の職業に興味が持てるよう、おおいた
動物愛護センターにおいて獣医師体験のイベントを行うほか、各学校において職場を紹介
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する広報などを展開していきます。

２ 関係団体等との連携強化                       

（１）市町村
動物の愛護及び管理に関する啓発には、市町村の協力が不可欠です。そのため、毎年、

県が市町村担当者会議や研修会を開催するとともに、動物愛護及び管理に関する市町村
との情報交換、広報活動の支援、所有者のいない猫の不妊去勢手術費助成事業への補助等、
連携を強化していきます。

（２）大分県動物愛護推進協議会
平成 20 年に「大分県動物愛護推進協議会」を設置し、動物愛護推進員の委嘱の推進及

び活動の支援等、大分県動物愛護管理推進計画に基づく施策の評価や助言、動物愛護関係
者（団体）のネットワーク形成の推進、動物の愛護及び適正な飼養の普及啓発等について
の協議を行っています。今後も、協議会を中心として、動物愛護関係者（団体）との連携
を図ります。

（３）(公社)大分県獣医師会、ボランティア、障がい者等
  動物愛護センターにおける治療、手術等に関しては、(公社)大分県獣医師会に助言・指

導を委託しています。また、動物愛護センターでの譲渡会、収容犬の散歩、グルーミング
等はボランティアが担っています。

県は、動物愛護行政に協力するボランティアを養成するとともに、その活動を支援する
ため、研修会を開催するほか、クラウドファンディングによる支援等を検討します。

また、障がい者の積極的な受入れ等も行い、猫の馴化や啓発物品の作成、愛護センター
の屋外清掃など、就労支援にも取り組んでいきます。



32

第 8 章 動物由来感染症対策に向けた取組            

１ 狂犬病予防対策                           

日本では、昭和 31 年を最後に狂犬病の発生はありません。しかし、日本を含む一部の地
域を除いて、狂犬病は現在も全世界で発生しています。

輸入感染事例としては、平成 18 年にフィリピンで犬に咬まれた後、帰国した日本人２人
が狂犬病を発症し、36 年ぶりの発生となりました。また、令和２年５月には、同じくフィ
リピンで犬に咬まれたとみられる来日者２名が日本で狂犬病を発症し、いずれも死亡しま
した。

世界保健機関（WHO、2017 年）の推計によると、狂犬病による全世界の死亡者数は年間
約５万９千人にのぼり、このうち３万５千人はアジア地域の死亡者だと言われています。こ
のため、日本においても、海外から狂犬病に感染した動物が侵入する危険性が指摘されてい
ます。

（１）狂犬病に関する普及啓発と飼い犬の登録及び狂犬病予防注射の徹底
県は、市町村及び (公社)大分県獣医師会と連携して、狂犬病は犬だけでなく哺乳類す

べてに感染し、発症するとほぼ 100％死亡する恐ろしい病気であることや、近隣諸国では
毎年多くの人が狂犬病で死亡していることなど、狂犬病に関する正しい知識の普及を進
めます。

WHO のガイドラインによると、狂犬病ウイルスが国内に侵入した場合、まん延を防止
するために必要なワクチン接種率は 70％が目安だと言われており、狂犬病予防法に基づ
く犬の登録と毎年１回の狂犬病予防注射実施の徹底が重要となります。特に多頭飼育施
設において狂犬病予防注射が適切に実施されていない場合、狂犬病発生時に感染が拡大
し、大きな問題となります。

県、市町村及び (公社)大分県獣医師会が協力し、犬の飼い主及び犬を扱う動物取扱業
者に対する啓発と指導を強化し、狂犬病予防注射接種率の向上を図ります。

また、犬猫等販売業者に対しては、登録と狂犬病予防注射の実施義務について飼い主に
説明するよう、指導を継続していきます。

（２）狂犬病発生時に備えた体制の整備
狂犬病を疑う動物が確認された場合に備え、対応マニュアル等の策定及び関係機関と

のシミュレーションの実施が必要です。
また、狂犬病を疑う動物の病性鑑定のため、隔離飼育室、解剖室及び検査設備などを整

備する必要があります。県は、動物愛護センター小野鶴分所（旧大分県動物管理所）を活
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用し、これらの体制整備を進めていきます。

２ その他の動物由来感染症対策                     

人と動物の共通感染症は、狂犬病をはじめとして多くの種類があります。近年、重症熱性
血小板減少症候群（SFTS：Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome）の患者が増
加しており、ウイルスを保有した犬や猫からの感染が疑われた事例もあります。

SFTS に感染した人には発熱、全身倦怠感、消化器症状などが認められ、まれに重症化し
て死亡することもあるため注意が必要です。

動物の飼い主は、動物及び飼養施設の衛生管理、ワクチンの接種、動物と接触した後の手
洗いの励行、口元を舐めさせるなどの濃厚接触を避ける等、感染予防に努めることが重要で
す。

県は、講習会やホームページ等により、動物由来感染症の予防について啓発に努めるとと
もに、(公社)大分県獣医師会や動物取扱業者が動物の飼い主へ正確な情報提供を行うよう協
働していきます。
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第９章 災害時の動物の適正な飼養及び保管に向けた取組     

1 被災動物の救護                            

県では、平成 25 年 8 月改正の「大分県地域防災計画」に被災動物対策を位置付け、発災
時には、地区対策本部保健所班が「大分県被災動物救護対策指針」に基づき対処することと
しています。

本県だけで対処ができないような大規模災害時には、九州各県で相互に協力し、被災県を
支援するため、平成 25 年 10 月 22 日に九州・山口 9 県で「九州・山口 9 県災害時愛護動物
救護応援協定」を締結し新たな体制も整いました。また、国の「災害時におけるペットの救
護対策ガイドライン」及び「人とペットの災害対策ガイドライン」に基づき、発災時に備え
県内の被災動物救護の体制を整備するため、以下の取組を行います。

（１）関係団体等との連携
災害の発生に備え、県は、市町村、(公社)大分県獣医師会、動物愛護推進員などのボラ

ンティア等と連携し、災害時の動物救護本部の設置等の体制整備を行うとともに、災害時
は飼い主とはぐれた犬や猫が増えることが想定されるため、犬や猫を収容するケージ等
の備蓄を行います。

県は、市町村が設置する避難所でのペット同行避難者の受け入れ体制が進むよう、市町
村の体制整備の確立やペットと一緒に参加する避難訓練の実施などについて支援し、ペ
ット同行避難を推進していきます。

（２）人材の確保
災害時の動物の救護にはマンパワーが必要なことから、被災動物救護ボランティアを

育成します。また、被災動物の世話を行うボランティアの募集を行う等、人材の確保に努
めます。

２ 飼い主への普及啓発                         

阪神淡路大震災、中越大震災、東日本大震災といった震災の経験から、ペットとの同行避
難が推奨されています。避難所では、動物が苦手な方やアレルギーの方もいることから、他
の避難者に迷惑をかけないよう努め、理解を得る必要があります。

飼い主とペットの命を守るため、飼い主がためらうことなくペットと同行避難ができる
ようにするため、飼い主が行うペット防災対策について、次の事項の普及啓発を進めます。
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○ 災害時に同行避難できるよう、飼育動物の数と種類を考慮しておくこと。
○ 避難所以外にも、親族や友人・知人宅等、同行避難できる場所をあらかじめ確保して

おくこと。
○ 特殊な飼育環境が必要な動物に関し、避難の手段や預け先を確保しておくこと。
○ 通常時からしつけや健康ケア（ワクチン接種、不妊去勢手術）を行っておくこと。
〇ペット用の避難用品や備蓄品を確保すること。
○ ペットが迷子になった場合に備えて、マイクロチップや名札等による所有者明示を

行っておくこと。
○ 災害時にペットが逃げ出して人に危害を与えないよう、逸走防止策を整えておくこと。

３ 特定動物の逸走防止と保護収容等の措置                

令和６年度末現在、特定動物の許可施設数及び飼養頭数は、愛玩用、販売用、学術研究用、
展示用の 34 施設、767 頭となっています。

特定動物の管理者に対し、災害時における逸走予防策を講ずるとともに、逸走時の緊急連
絡体制、保護収容体制の整備を指導します。
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用  語  集

【あ行】                                     

犬・猫の馴化（いぬ・ねこのじゅんか）
ある刺激がくり返し提示されることによって、その刺激に対する反応が徐々に見られな

くなっていく現象（馴れ、慣れ）のこと。

大分県動物愛護推進協議会（おおいたけんどうぶつあいごすいしんきょうぎかい）
動物愛護推進員の委嘱の推進や活動支援、大分県動物愛護管理推進計画に基づく施策の

評価や助言、動物愛護関係者のネットワーク形成の推進及び動物愛護管理に関する普及啓
発を行うため、動物愛護関係団体の代表者や学識経験者などで組織した協議会。

【か行】                                     

狂犬病予防法（きょうけんびょうよぼうほう）
狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生

の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする法律。
この法律では、生後９１日以上の犬を飼養している飼い主は、その犬に一生に１度の登録

と毎年狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられており、この義務に違反した場合
は、２０万円以下の罰金に処せられることがある。

なお、飼い犬の死亡、所有者の変更、住所の変更があった場合は、住所地を管轄する市町
村に届出を行わなければならない。

グルーミング（ぐるーみんぐ）
犬や猫のブラッシングやシャンプーなどの手入れのこと。

県が飼い主からの引取り依頼を拒否できる場合（けんがかいぬしからのひきとりいらいを
きょひできるばあい）

動物愛護管理法施行規則において、以下のように定められている（第 21 条の 2 抜粋）
・ 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
・ 引取りを繰り返し求められた場合
・ 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等

からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
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・ 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
・ 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを

求められた場合
・ あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場

合

【さ行】                                     

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）（じゅうしょうねつせいけっしょうばんげんしょうしょ
うこうぐん・えすえふてぃーえす）

SFTS ウイルスという病原体を保有したマダニに咬まれておこる感染症。SFTS に感染し
ている動物との接触により感染することもある。

感染後、６～１４日間の潜伏期間を経て、発熱、消化器症状（食欲低下、嘔吐、下痢、腹
痛等）、頭痛や筋肉痛などを伴って発症する。診断や治療が遅れると、意識障害や出血症状
など重症化することもあり、命にかかわることもある。

マダニに咬まれないようにすることが重要であるため、犬の散歩等では、素肌の露出を避
けるため、長そで、長ズボン等の着用、虫よけ剤の使用などで感染を防止する。

また、ペットへの感染やペットからの感染を防止するため、犬の散歩のあとは体にマダニ
が付着していないか確認することや、猫の室内飼養に努めるほか、外部寄生虫の駆除や予防
を定期的に行うことが重要である。

【た行】                                     

多頭飼育崩壊（たとうしいくほうかい）
多頭飼育問題とも言う。
多数の動物を飼育しているなかで、適切な飼育管理ができないことにより、３つの影響

（飼い主の生活状況の悪化、動物の状態の悪化、周辺の生活環境の悪化）が生じている状況。
これら３つの影響が改善され、かつ、飼い主が多頭飼育崩壊を再び生じさせることなく、

その地域で生活を維持している状態が、最終的な解決となる。
対策と解決のためには、３つの観点（飼い主の生活支援、動物の飼育状況の改善、周辺の

生活環境の改善）が必要で、根本的な解決が難しく、再発しやすい。
多頭飼育崩壊が生じる背景には、様々な社会的問題を複数抱えていることが多く、地域社

会が抱える諸問題の一つと考えられる。
多頭飼育崩壊の根本的な解決を図るためには、社会福祉部局や生活衛生部局、ボランティ

ア、警察、社会福祉事業者など、官民を超えた多様な関係者による連携が重要である。
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T N R 活動（てぃーえぬあーるかつどう）
所有者のいない猫の個体数を管理するための手段。トラップ（Trap、猫を保護する）、ニ

ューター（Neuter、不妊去勢措置）、リターン（Return、元の生活場所に戻す）の頭文字を
とり、TNR 活動という。また、その後のマネジメント（Management、管理）を入れて TNRM
ともいう。

動物愛護推進員（どうぶつあいごすいしんいん）
動物の愛護及び適正な飼養についての普及啓発を推進し、人と動物が共生できる心豊か

な社会づくりを進めるため、動物の愛護及び管理に関する法律第３８条の規程に基づき知
事が委嘱した者。

動物取扱業（どうぶつとりあつかいぎょう）
動物の販売、保管等を業として行うことをいう。第一種動物取扱業者と第二種動物取扱業

者がある。
第一種動物取扱業者(営利目的で業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するため

の基準等を満たしたうえで、知事（大分市内にあっては大分市保健所長）の登録を受けなけ
ればならない。また、事業所ごとに動物取扱責任者の設置義務がある。

飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う場合については、
第二種動物取扱業者（非営利で業として行う者）として、知事（大分市内にあっては大分市
保健所長）に届け出なければならない。

動物取扱責任者（どうぶつとりあつかいせきにんしゃ）
動物愛護管理法第 22 条で、第一種動物取扱業の事業所ごとに選任することが義務づけら

れており、都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を定期的に受けなければならない。
動物取扱責任者研修で得た知識や技術を事業所の他の職員に指導し、業務を適正に実施

する役割を担う。

動物の愛護及び管理に関する法律（動物愛護管理法）（どうぶつのあいごおよびかんりにか
んするほうりつ・どうぶつあいごかんりほう）

動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の
動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛
及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物によ
る人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人
と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする法律。

特定動物（とくていどうぶつ）
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動物愛護管理法第 25 条の 2 で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがあるとし
て選定された哺乳類、鳥類及び爬虫類の約 650 種。

特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、特定動物の種類ごとに飼養又は保管施設
を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

なお、令和元年の動物愛護管理法改正により、愛玩目的で新たに飼養保管することが禁止
された。

ペット同行避難（ぺっとどうこうひなん）
災害の発生時に、飼い主がペットと共に安全な場所まで移動する「避難行動」を指す。避

難先は避難所に限らないため、自家用車内、親戚・知人宅なども含まれる。
「同伴避難」は、被災者が避難所でペットを飼養管理する「状態」を指す。ただし、指定

避難所などで飼い主がペットを同室で飼養管理することを意味するものではなく、ペット
の飼養環境は避難所等によって異なることに留意が必要である。

マイクロチップ（まいくろちっぷ）
直径 2mm、長さ約 8～12ｍｍの円筒形の電子標識器具で、世界で唯一の 1 5 桁の数字(番

号)が記録されており、この番号を専用のリーダー(読取器)で読み取ることができる。マイ
クロチップの番号と飼い主の名前、住所、連絡先などのデータをデータベースに登録するこ
とで、動物が自分の所有であることを明らかにする確実な証明になる。

なお、マイクロチップの埋込みは獣医師が行わなければならないが、令和元年に制定され
た愛玩動物看護師法（令和４年５月、全部施行）において、愛玩動物看護師が診療の補助業
務として獣医師の指示の下にマイクロチップ挿入を行えるようになる。

ミルクボランティア（みるくぼらんてぃあ）
行政機関が引き取った生後間もない子猫を預かり、哺乳や排泄の介助などを行い、新たな

飼い主へ譲渡できるよう飼育し、命をつなぐボランティア活動のこと。


